
 

『ものづくり補助金公募開始 公募期間は１月１７日まで』 
  

 中小企業庁はこのほど、平成２８年度補正 「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」 の公

募を開始している。 

 対象要件は認定支援機関の支援による事業を行う中小企業・小規模事業者であり、（１）「中小サービ

ス事業者の生産性向上のためのガイドライン」 で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービ

ス提供プロセスの改善であり、３～５年で、 「付加価値額」 年率３％及び 「経常利益」 年率１％の向上を

達成できる計画であること （２）「中小ものづくり高度化法」 に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した

革新的な試作開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。詳細としては ○

中小企業者が第四時産業革命に向けて、ＩOＴ・ＡＩ・ロボットを活用する革新的もの

づくり・商業・サービス開発を支援 （補助上限：３，０００万円、補助率：２／３）  ○中小

企業者のうち経営力向上に資するか革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援 

（※） （補助上限：１，０００万円、５００万円、補助率：２／３） ※雇用増 （維持） をし、５％

以上の賃金引上げについては、補助上限を倍増。※最低賃金引上げの影響を受け

る場合は補助上限をさらに１．５倍 （上記と併せ補助上限は３倍）。締切は１月１７日

（火）消印有効。 

 

『マイナンバーの余波 健保組合の回付事務廃止』 
         

 平成２９年１月から、社会保険の被保険者資格取得届等の適用関係届には、マイナンバーの記載が

必須となるのは周知の通りだ。マイナンバーを巡っては、現在、年末調整で従来の対応とは異なる煩わ

しさを感じている事務担当者も多いことだろう。 

 これまで、健康保険組合加入事業所では社会保険の資格取得等の適用関係書類を健保組合に送

付すれば、健保組合が年金事務所や事務センターに書類を回付していたが、平成２９年１月からこれ

が廃止となる。 

 そもそも、健保組合加入事業所においては、健康保険と厚生年金保険は別の届出となるわけだが、旧

社会保険庁時代から慣例的に健保組合に資格取得届等の適用関係届を提出すれば、回付してくれて 

いた。しかし、いわゆる番号法第９条に個人番号の利用範囲等が、また第１９条に提供の制限が定めら

れており、健保組合でマイナンバーが記載された厚生年金保険の適用関係届を取り

扱ったり、年金事務所や事務センターに回付することはそれらに抵触すること

になる。残念なことに、マイナンバーがわからない等の理由により、番号が記載

されていない場合も同様の取扱いとなる。加えて、国民年金第３号届について

も個人番号欄が設定されているため、前述の通りの取扱いとなる。 

 
出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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